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江東区無電柱化推進計画 

1.計画策定の背景 

1-1計画策定の背景 

昨今、震災や大型台風などで倒壊した電柱によって、道路が閉塞され避難や救助活動

に支障が生じる事態が多数発生しています。 

そのため、災害時における都市防災機能の強化を目的とした、無電柱化整備の必要性

が高まっています。 

また、林立する電柱により歩行者や車いす利用者の安全な通行が妨げられているほか、

張り巡らされた電線により都市景観が損なわれています。 

このような背景から、国は平成２８年１２月に「無電柱化の推進に関する法律」（以

下、無電柱化推進法）を施行し、国、地方公共団体及び関係事業者の責務等が規定され

ました。 

その中で、地方公共団体においては無電柱化を計画的に推進するため、無電柱化推進

計画を策定することが努力義務とされました。 

その後、国においては平成３０年４月に無電柱化推進法に基づく「無電柱化推進計画」

を策定し、無電柱化の推進に関する施策を公表しました。 

一方で、東京都においても、平成２９年９月に「東京都無電柱化推進条例」を施行、

平成３０年３月に「東京都無電柱化計画」を策定・公表したほか、平成３１年３月には

「無電柱化推進計画」の改定を行い、無電柱化を積極的に推進しています。 

これらの背景を踏まえ、江東区においても無電柱化を計画的に推進し、災害に強く、

安全で安心なまちづくりを実現するため、区道における無電柱化に関する基本的な方針

や具体的な整備路線を定めた「江東区無電柱化推進計画」（以下、本計画）を策定します。 

 

1-2無電柱化の必要性 

(1)無電柱化の目的 

無電柱化は、主に以下の 3 つの目的で実施されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市防災機能の強化 

電柱の倒壊による道路閉塞及び

電線類の損傷の防止 

安全で快適な歩行空間の確保 

電柱の撤去による安全で快適な

歩行空間の確保 

良好な都市景観の創出 

電柱及び電線の撤去による美し

い街並みの創出 
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(2)都市防災機能の強化 

台風や地震などの災害時に電柱が倒壊したり、電線が垂れ下がったりすることによる

道路閉塞が発生し、災害時の緊急車両の通行や復旧活動の支障となっています。また、

電線施設の損傷による停電の原因となっています。 

無電柱化を行うことで災害における緊急車両の通行が円滑になり、復旧活動を迅速に

行うことができます。 

【災害時における電柱倒壊の状況】 

 
 

 

出典：「国土交通省ホームページ」 

 

【緊急車両の円滑な通行】 

 

出典：「東京都建設局ホームページ」 

 

-2-



江東区無電柱化推進計画 

 

(3)安全で快適な歩行空間の確保 

林立する電柱により、歩行者やベビーカー、車いす利用者の通行が妨げられています。 

無電柱化を行うことで歩行空間が確保され、歩行者が安全で快適に通行することがで

きます。 

 

【電柱による歩行空間阻害の状況】 

  

 

  

出典：「国土交通省ホームページ」 

 

【歩行空間の確保による安全で快適な通行】 

 
出典：「東京都建設局ホームページ」 
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(4)良好な都市景観の創出 

電柱や、上空にはりめぐらされた電線類により、美しい街並みが損なわれています。 

無電柱化を行うことで視線を遮る電線類が撤去され、開放的で美しい街並みを創出す

ることができます。 

 

【電柱及び電線類による都市景観阻害の状況】 

  

 

 

出典：「国土交通省ホームページ」 

 

【美しい街並みの創出】 

 
出典：「東京都建設局ホームページ」 
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1-3計画の位置付け 

本計画は、無電柱化推進法第８条第２項において、策定が努力義務とされている「市

町村無電柱化推進計画」に相当するもので、江東区における無電柱化事業推進に当たっ

ての基本的な方針、期間、目標、施策などを定めるものです。また本計画は、上位計画

である「江東区基本構想」に基づく「江東区長期計画」や「江東区都市計画マスタープ

ラン」の基本理念のもと、他の関連計画との整合を図りつつ、無電柱化を計画的に推進

するための方針や施策を示します。 

 

江東区無電柱化推進計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 

無電柱化の推進に関する法律 

（平成 28 年 12 月） 

国 

無電柱化推進計画 

（平成 30 年 4 月） 

東京都 

東京都 

無電柱化推進条例 

（平成 29 年 9 月） 

東京都 

無電柱化計画 

（平成 30 年 3 月） 

江東区 

江東区 

都市計画マスタープラン 

江東区景観計画 

江東区地域防災計画 

江東区交通バリアフリ

ー基本構想    等

江東区 

無電柱化推進計画

関連計画

江東区基本構想

江東区 

長期計画 

東京都 

無電柱化推進計画 

（平成 31 年 3 月） 
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2.無電柱化の手法と課題 

2-1無電柱化の手法 

無電柱化の整備手法は、下図のように「地中化による無電柱化」と「地中化以外によ

る無電柱化」に大別されます。 

このうち、電線共同溝方式については、「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」

が平成７年に施行され、現在、国・東京都・区市町村といった道路管理者が無電柱化を

行う際の主な整備手法となっています。 

そのため、区が行う無電柱化事業についても、電線共同溝方式を基本として整備を推

進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2電線共同溝方式の概要 

電線共同溝は、地上の電柱や上空の電線を地下に収容するための施設です。この方式

は、道路管理者が電線共同溝を整備し、電線管理者が電線及び地上機器等を整備するも

のです。地上機器の設置を踏まえると、歩道幅員が２．５ｍ以上確保されている必要が

あります。 

 

出典：「東京都電線共同溝整備マニュアル」H30.3 

電線共同溝方式以外 

自治体管路方式、 

単独地中化方式、要請者負担方式

ソフト地中化方式

（柱上機器） 

無電柱化 地中化による無電柱化 電線共同溝方式 通常方式 
（地上機器）

地中化以外による無電柱化 裏配線

軒下配線
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2-3無電柱化の課題 

(1)無電柱化にかかる期間 

無電柱化事業は、既に水道管、ガス管などが埋設されている地下空間に新たに電線共

同溝を埋設するため、設計段階から多数の企業者との調整が必要です。また、支障とな

る埋設物の移設、電力・通信の供給工事等に段階的に取り組むなど、完成まで長期にわ

たる事業です。 

無電柱化の一般的な方式である電線共同溝方式では、設計・手続きから舗装復旧工事

完了までに、標準的な工程で約 7 年の期間が必要です。 

今後は施工性に優れた無電柱化技術の開発や推進体制の確立など、工期短縮に向けた

方策の検討が課題です。 

 

出典：「東京都建設局ホームページ」 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「東京都無電柱化計画」H30.3 

-7-



江東区無電柱化推進計画 

(2)無電柱化にかかる費用 

電線共同溝方式による無電柱化事業は、道路管理者と電線管理者がそれぞれ費用を負

担して整備します。道路管理者が電線共同溝、電線管理者が電線・地上機器を整備し、

施設延長（電線共同溝施設の延長）1km 当たり、約 5.3 億円※の費用を要します（国土

交通省調べ）。このため、道路管理者及び関係事業者が、連携してコスト縮減に向けた技

術開発に取り組んでいく必要があります。 

 

 

出典：「国土交通省ホームページ」 

 

 

 

 

出典：「東京都無電柱化計画」H30.3 

 

※路線の状況や設計・施工条件、関連工事の有無等により、実際の事業費とは異なる 

場合があります。 
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江東区無電柱化推進計画 

(3)狭あい道路における整備 

東京都内における市区町村道は、都内の道路延長の約９割を占めています。しかし、

その多くは歩道幅員が 2.5m 未満、または歩道が設置されていない狭あい道路であり、

これらの路線は、従来の電線共同溝整備技術では無電柱化が困難です。 

下図は平成 26 年度時点での都内における道路の無電柱化実施状況を表すものであり、

市区町村道の無電柱化率は、わずか 2％に留まっています 

このため、市区町村道の無電柱化を推進するためには、狭あい道路における技術的課

題を解決する必要があります。 

 

 

出典：「東京都無電柱化計画」 

 

狭あい道路の無電柱化が困難な原因の一つに、道路用地内への地上機器の設置が困難

であることが挙げられます。これらの路線に電線共同溝を整備する場合、沿道の公共用

地や民地など、道路用地外への地上機器設置を検討する必要があります。 

 

出典：「東京都無電柱化推進計画」H26.12 
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3.江東区の無電柱化状況 

3-1区道の無電柱化の状況 

江東区が管理する道路（区道）の無電柱化率は７．２％となっています。 

 

江東区が管理する道路（区道）・・・・・・・・・・・・・・３１４ｋｍ 

無電柱化済道路延長・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２２．６ｋｍ 

無電柱化率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７．２％ 

（令和２年３月末見込み） 

区道における無電柱化の状況については、次ページに示す図のとおりです。 

 

3-2区道の無電柱化の変遷 

区道における無電柱化は、昭和５０年代に電線管理者が主体となる単独地中化方式に

より整備が始まりました。 

「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」が施行された平成７年以降は、土地区画

整理事業や民間開発に伴い、電線共同溝方式により整備された路線の移管を受け、区が

管理を行ってきました。 

現在までに区が主体で整備した路線は、すべて電線共同溝方式によるもので、下表に

示すとおりです。 

区が主体で整備した路線の一覧（事業中を含む） 

路線名（地区名・事業名等） 整備延長 整備時期 

特別区道江９号・深１０３号・江４２号 

（富岡地区無電柱化モデル事業） 
９３０ｍ 

平成２２年度 

（完成） 

特別区道江１４４号・江１７０号 

（都市計画道路補助第１９９・２００号線整備事業） 
３００ｍ 

平成２４年度 

（完成） 

特別区道江１７２号 

（臨海豊洲地区無電柱化事業） 
４８７ｍ 

平成２５年度 

（完成） 

特別区道城３号 

（城東地区無電柱化事業） 
１９０ｍ 

平成２７年度 

（完成） 

特別区道江４７０号・江４９０号・江６１７号 

（ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技会場周辺路線無電柱化事業） 
１,０４６ｍ 

令和元年度 

（完成） 

特別区道江１２８号 

（都市計画道路補助第１１５号線整備事業） 
５２０ｍ 事業中 

特別区道江４９４号外５路線 

（仙台堀川公園周辺路線無電柱化事業） 
２,２００ｍ 事業中 

      

区が主体となって整備を実施した路線（例）亀戸地区 

事業前 事業後
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江東区無電柱化推進計画 

4.無電柱化の基本方針 

4-1無電柱化の基本方針 

 

 

 

地震や台風などの災害時に、電柱倒壊による道路閉塞を防止し、避難や救助活動の円

滑化を図ります。 

 

＜整備前＞               ＜整備後＞ 

出典：「国土交通省ホームページ」 

 

 

   

＜整備前＞               ＜整備後＞ 

出典：「東京都ホームページ」 

 

方針① 防災 
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江東区無電柱化推進計画 

 

 

 

歩行の妨げとなっている電柱をなくし、歩行者や車いす利用者にとって安全で快適な

歩行空間を確保します。 

 

＜整備前＞               ＜整備後＞ 

出典：「国土交通省ホームページ」 

 

 

 

 

景観を阻害している電柱や電線を地中化することで、良好な都市景観を創出します。 

 
＜整備前＞               ＜整備後＞ 

出典：「国土交通省ホームページ」 

 

方針② 安全 

方針③ 景観 
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4-2整備対象路線の選定 

本計画において、無電柱化整備を進めていく路線を整備対象路線として定めます。 

整備対象路線を選定するにあたり、本計画における無電柱化の基本方針に基づき、区

道について次の評価項目を設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各評価項目の詳細については P.35～36 参考資料を参照 

 

整備対象路線の選定にあたっては、評価項目により、路線ごとの整備優先度の評価を

しています。 

さらに、評価項目による評価とは別に、国道・都道とのネットワークや、区が整備し

ている無電柱化路線とのネットワークに配慮し、路線の連続性にも着目した総合評価を

行いました。 

また、地区によって偏りが生じないよう、区内を 5 地区（城東北部地区・城東南部地

区・深川北部地区・深川南部地区・南部地区）に分け、地区ごとに路線の評価を行って

います。 

上記の選定方法により、整備対象路線と無電柱化済及び事業中路線の合計が、各地区、

概ね２０ｋｍ程度となるよう路線を選定しました。 

なお、整備対象路線以外の路線についても、無電柱化事業以外の不燃化特区推進事業

や都市計画事業等の中で必要に応じ無電柱化の検討を行います。 

 

4-3整備対象路線の見直し 

整備対象路線については、今後の社会や地域の情勢の変化に柔軟に対応するため、関

連計画の改訂等にあわせ、必要に応じて見直しや更新を行います。 

基本方針 評価項目 

防災 

緊急輸送道路 

緊急道路障害物除去路線（第一次） 

緊急道路障害物除去路線（第一次以外の路線） 

都市計画道路 

地区主要道路 

不燃化特区内の防災生活道路及び優先的に無電柱化を検討する路線 

災害時活動困難度（ランク 3 以上） 

安全 

通学路 

バリアフリー法に基づく特定道路 

バリアフリー重点整備地区における生活関連経路 

駅周辺（概ね半径 500m） 

景観 

商店街 

景観重点地区内の路線 

景観重要公共施設（道路） 
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江東区無電柱化推進計画 

5.無電柱化の整備計画 

5-1整備方針 

無電柱化を計画的に推進するにあたって、区道における無電柱化の整備方針を定めま

す。 

 

(1)整備方針 

無電柱化を推進するにあたっては、本計画における無電柱化の基本方針を踏まえ、中

期的に無電柱化を整備することが望ましい路線を「計画路線」、短期的に無電柱化を実施

することが望ましい路線を「優先整備路線」としてそれぞれ位置づけます。 

本計画では、下記のフローに示すとおり、「計画路線」を基本として「優先整備路線」

を選定し、「優先整備路線」については整備計画を定めたうえで、無電柱化の整備を推進

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 計画路線の選定 

「整備対象路線」のうち、地域防災力や交通安全の向上、地域振興への寄与、国や

東京都の推進している施策との連携などの観点から、中期的な視点で無電柱化を整備

することが望ましい路線を「計画路線」として選定します。 

 

② 優先整備路線の選定 

「計画路線」のうち、地域の特性やまちの将来像の観点、または整備効果、施工性、

財源確保の観点から、優先的かつ短期的に無電柱化事業を実施することが望ましい路

線を「優先整備路線」として選定します。 

整備対象路線 

計画路線 

優先整備路線 

選定基準 

① 地域の防災力向上と交通安全の推進に特に寄与する路線 
② 地域の活性化やにぎわいの創出に寄与する路線 
③ 国及び東京都の無電柱化推進計画と連携する路線 
④ 無電柱化された路線のネットワーク構築に寄与する路線 

選定基準 

①地域の特性やまちの将来像 
②整備効果、施工性、財源確保 
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5-2計画路線及び優先整備路線 

整備方針に基づき選定した「計画路線」及び「優先整備路線」は次ページに示す、「江

東区全域計画路線及び優先整備路線図」の通りです。 

このうち、優先整備路線は、下表に示す６路線です。 

 

優先整備路線の選定 

選定基準 地区 選定路線 整備延長 

①
地
域
の
特
性
や
ま
ち
の 

将
来
像
か
ら
選
定
し
た
路
線 

深川北部地区 深川江戸資料館通り ０.７ｋｍ 

深川南部地区 大門通り ０.７ｋｍ 

城東北部地区 亀戸駅前～亀戸乗船場 ０.５ｋｍ 

城東南部地区 
砂町文化センター通り 

砂町銀座商店街 
１.３ｋｍ 

南部地区 塩浜通り １.６ｋｍ 

②
整
備
効
果
、
施
工
性
、

財
源
確
保
の
観
点
か

ら
選
定
し
た
路
線 

 江東運転免許試験場前 ０.２ｋｍ 
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5-3整備計画 

整備方針に基づき、計画的に無電柱化の整備を推進するため、以下のとおり整備計画

を定めます。 

(1)計画期間 

本計画では、計画期間を以下のとおり設定します。 

２０２０年度（令和２年度）から２０２９年度（令和１１年度）までの 1０年間 

 

(2)整備目標 

計画期間における整備目標を以下のとおり定めます。 

① 優先整備路線の無電柱化事業着手 

② 事業中または事業予定路線※ （約２.８ｋｍ）の着実な事業推進 

 

 

 

 

 

※既に無電柱化事業に着手済み、または事業化が予定されている路線 

 

整備計画の事業スケジュールは、以下の表のとおりです。 

 

 

 

整備計画 計画期間１０年 

優先整備路線 
事業着手 

事業中または事業予定路線
約２.８ｋｍ 事業推進 
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(3)優先整備路線の事業工程 

優先整備路線の整備についての事業工程は、以下の表のとおりです。 

 

 

 

 

5-4計画路線の見直し 

計画路線については、今後の社会や地域の情勢の変化に柔軟に対応するため、概ね 10

年後を目途として、必要に応じて見直しや更新を行います。 
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6.無電柱化の推進のために講じる施策 

6-1無電柱化の低コスト化・工期短縮に向けた取組 

国や東京都において、無電柱化の低コスト化・工期縮減に向けて実用化済または検討

が進められている手法や材料について積極的に活用を検討し、無電柱化事業の事業費や

事業期間の縮減に努めていきます。 

 

実用化済または検討が進められている手法の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「国土交通省ホームページ」 

 

（※P.47 参考資料） 
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6-2狭あい道路における無電柱化整備 

(1)技術的課題の解決 

狭あいな道路を従来の電線共同溝方式で無電柱化する場合の技術的課題として、地上

機器の設置場所が限られてしまうことや、既設の地中埋設物（ガス管、水道管、下水道

管等）が支障となり電線共同溝の埋設に必要な空間の確保が困難であることが挙げられ

ます。 

これらの解決策として、地上機器の設置場所を道路用地内に確保できない場合は、沿

道の公用用地等の活用を検討します。また、電線共同溝の埋設に必要な空間の確保が困

難な場合は、小型ボックス活用埋設方式等の手法の採用を検討します。 

  

公園等の公共用地を活用して地上機器を設置した例 

 

 

出典：「道路の無電柱化低コスト手法導入の手引き（案）Ver.2」 
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京都市中京区先斗町通では、道路用地外への地上機器の設置や、小型ボックス活用埋

設方式を採用した無電柱化が実施されています。併せて特殊部の小型化や地上機器の美

装化も行われており、国土交通省の低コスト無電柱化モデル施工に認定されています。 

当該箇所の無電柱化事業にあたり、地域住民からの無電柱化への協力を得られたこと

で地上機器を民地内に設置し、埋設に必要な空間を確保するために小型ボックス活用埋

設手法を採用したことで、従来手法による課題を解決しています。 

 

 

出典：「国土交通省ホームページ」 

 

(2)三者協働 

無電柱化事業を円滑に推進するためには、地域住民及び関係事業者による協力が重要

となります。そのために、広報活動や啓発活動等を通じて、無電柱化事業の重要性を行

政が積極的に発信し働きかけることにより、協力関係を構築します。 

そして、三者が適切な役割分担のもとに協働することで、無電柱化を推進していきま

す。 

 

 

 

 

 

 

三者の主な役割 

地域住民 関係事業者 行政 

・無電柱化に対する理解と 

関心の強化 

・無電柱化事業への協力 

・新設電柱の設置抑制 

・既設電柱の撤去 

・新技術の開発 

・無電柱化事業の推進 

・地域住民への無電柱化に 

関する広報活動 

地域住民 

行政 

関係事業者 

三者協働
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6-3補助制度を活用した財源確保 

国では、道路の無電柱化を含む「地域における総合的な生活空間の安全確保」に関す

る社会資本整備にあたり、補助金制度である社会資本整備総合交付金（防災・安全交付

金）を交付しています。（※Ｐ.48 参考資料） 

東京都では、区市町村道における防災に寄与する路線の無電柱化に際し、歩道幅員が

2.5ｍ未満または歩道が無い区間など無電柱化が困難な路線や区間に対して、財政支援

及び技術支援を行う「東京都無電柱化チャレンジ支援事業」を策定しています。 

（※Ｐ.49 参考資料） 

無電柱化の推進にあたっては、これらの補助制度を積極的かつ有効に活用し、財源確

保に努めていきます。 

 

6-4道路事業や市街地開発事業等との同時整備の検討 

道路事業や市街地開発事業等の実施に際し、あわせて無電柱化事業の実施を検討し、

事業の効率化に努めていきます。 

道路事業においては、歩道の新設やバリアフリー化工事にあわせて、無電柱化の同時

整備を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「国土交通省ホームページ」 

市街地開発事業等においては、無電柱化事業以外の不燃化特区推進事業や都市計画事

業等の中で必要に応じ無電柱化の検討を行います。 

また、無電柱化推進法第１２条の適用や、東京都が策定している「都市開発諸制度」

の活用により、民間開発事業が実施される際の道路の無電柱化を促進していきます。 

 

 

 

 

 

 

出典：「東京都無電柱化計画」 

6-5道路法第３７条に基づく占用制限の活用 

防災上重要な路線や、歩行者の安全かつ円滑な通行を図る必要がある路線等で、特に

無電柱化事業の必要性がある路線については、道路法第 37 条の規定に基づく新設電柱

の占用制限措置を検討します。（※Ｐ.51 参考資料）
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【参考資料】 
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（1）無電柱化の推進に関する法律 

国は、「無電柱化の推進に関する法律」を平成 28 年 12 月に施行しています。この法

律は、災害の防止、安全・円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、無電柱

化の推進に関し、基本理念、国の責務等、推進計画の策定等を定めることにより、施策

を総合的・計画的・迅速に推進し、公共の福祉の確保、国民生活の向上、国民経済の健

全な発展に貢献することを目的としています。 

 

【基本理念】 

① 国民の理解と関心を深めつつ無電柱化を推進 

② 国・地方公共団体・関係事業者の適切な役割分担 

③ 地域住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会の形成に貢献 

 

 

【国の責務等】 

① 国：無電柱化に関する施策を策定・実施 

② 地方公共団体：地域の状況に応じた施策を策定・実施 

③ 事業者：道路上の電柱・電線の設置抑制・撤去、技術開発 

④ 国民：無電柱化への理解と関心を深め、施策に協力 

 

 

【無電柱化推進計画】 

① 国：基本的な方針・期間・目標等を定めた無電柱化推進計画を策定・公表 

② 都道府県・市町村：無電柱化推進計画の策定・公表（努力義務） 

 

 

【無電柱化の推進に関する施策】 

① 広報活動・啓発活動 

② 無電柱化の日（１１月１０日） 

③ 国・地方公共団体による必要な道路占用の禁止・制限等の実施 

④ 道路事業や面開発事業等の実施の際、関係事業者は、これらの事業の状況を踏まえ

つつ、道路上の電柱・電線の新設の抑制、既存の電柱・電線の撤去を実施 

⑤ 無電柱化の推進のための調査研究、技術開発等の推進、成果の普及 

⑥ 無電柱化工事の施工等のため国・地方公共団体・関係事業者等は相互に連携・協力 

⑦ 政府は必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を実施 
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（２）国の無電柱化推進計画 

国は、平成２８年１２月に施行された「無電柱化の推進に関する法律」に基づき、平

成 30 年 4 月に「無電柱化推進計画」を策定しました。 

 

出典：「国土交通省ホームページ」 
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（３）東京都の無電柱化推進条例 

東京都は、都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保及び良好な都市景観の

創出を図るため、平成 29 年 9 月に「東京都無電柱化推進条例」を施行しています。同

条例による無電柱化の推進に関する施策として、下記の内容が挙げられています。 

 

① 無電柱化の重要性に関する都民の理解及び関心を深めるための広報活動等の実施 

② 道路の占用の禁止 

③ 市街地開発事業等における電柱又は電線の新設の禁止及び既設電柱又は電線の撤去 

④ 無電柱化の迅速な推進及び費用縮減のための調査研究、技術開発の推進 

⑤ 効率的な施行等のための関係事業者との協力 

 

 

（４）東京都の無電柱化計画 

東京都は、平成２９年９月に施行された「無電柱化推進条例」に基づき、都の無電柱

化事業の今後１０年間の基本方針及び目標を定め、官民が連携して行うコスト縮減に向

けた取組み等を示すものとして、平成３０年３月に「東京都無電柱化計画」を策定して

います。 

同計画における、基本方針別の１０年後の姿として、下記の内容が挙げられている。 

① 都市防災機能の強化 

  環状７号線の内側エリアの整備対象箇所全ての路線※で無電柱化に着手 

  緊急輸送道路での整備により防災機能が向上 

  ※計画幅員で完成している歩道幅員が 2.5m 以上の都道 

 

② 安全で快適な歩行空間の確保 

  道幅の狭い道路での整備手法を確立 

 

③ 良好な都市景観の創出 

  山間部や島しょ部における整備手法の確立とモデル路線での整備 

 

④ 面的な無電柱化に向けた取組み 

  区市町村がこれまで以上に主体的・積極的に事業を促進 

  民間事業者等による取組がこれまで以上に展開 

 

⑤ コスト縮減（技術開発の推進） 

  整備コスト１／３カット 

 

⑥ 都民理解の促進（事業ＰＲ） 

  無電柱化による防災性の向上などの効果が浸透し、無電柱化の重要性について都民 

 の理解と関心の増大 
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（５）東京都の無電柱化推進計画 

東京都は、区市町村度を含む面的な広がりを持った無電柱化の推進に向けて、国や自

治体、電線管理者と連携した、今後の事業推進の方向性を示すものとして、平成２６年

１２月に「東京都無電柱化推進計画」を策定しています。 

その後、平成２９年９月に策定された「東京都無電柱化計画」を踏まえ、「東京都無

電柱化推進計画」を改訂し、令和 2 年度(2020 年度)までに進める無電柱化方針として、

下記の内容が挙げられています。 

 

① オリンピック・パラリンピック関連路線の完了 

東京 2020 大会開催に向けて、センター・コア・エリア内や競技会場等周辺の無電

柱化完了に向けて整備を行っていく。 

 

② 都市防災機能の強化に寄与する路線の重点整備 

緊急輸送道路、環七内側、区市町村庁舎、防災拠点病院を結ぶ都道など「都市防災機 

能の強化」に寄与する路線を選定し、重点的な整備を行っていく。 

 

③ 良好な都市景観の創出に向けた無電柱化を実施 

主要駅周辺において、美しい街並みの形成を目指すものとして、整備を行っていく。 

 

④ 区市町村道の無電柱化の促進 

歩道の狭い区市町村道における無電柱化を促進していく。 
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（６）海外と国内主要都市の無電柱化率の比較 

日本における無電柱化は、昭和 61 年度から 3 期にわたる「電線類地中化計画」、平

成 11～15 年度の「新電線類地中化計画」、平成 16～20 年度の「無電柱化推進計画」

に基づき、整備を行ってきました。現在は、「無電柱化に係るガイドライン」に沿って、

無電柱化を進めています。 

しかし、欧米やアジア主要都市では無電柱化が概成しているのに対して、日本の無電

柱化率は東京２３区で８％、大阪市で６％と遅れている状況です。 

 

欧米アジア主要都市と日本の無電柱化の現状 

 

出典：「国土交通省ホームページ」 

国内主要都市の無電柱化の現状 

 

出典：「国土交通省ホームページ」 
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江東区無電柱化推進計画 

（７）無電柱化によるライフライン被害率の低減 

無電柱化を実施することで、災害時のライフライン被害率を低減することができます。

東日本大震災及び阪神淡路大震災において、無電柱化実施済み路線と未実施路線におけ

る被害状況は下記のとおりであり、無電柱化済みのライフラインの信頼性が確認されて

います。 

 

 

出典：「国土交通省ホームページ」 
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江東区無電柱化推進計画 

（８）評価項目の解説及び評価項目別の区管内図 

評価項目の法律・計画上の位置づけは下記のとおりです。 

 

 

方針 評価項目名 法律・計画 法律・計画上の位置づけ 

防災 

緊急輸送道路 

江東区地域防災計画 

(平成 30 年度修正) 

【緊急輸送道路】 

地震直後から発生する緊急輸送を円滑に行う

ため、高速自動車国道、一般道路及びこれらを

連絡する幹線道路と知事が指定する防災拠点

を相互に連絡する道路。 

緊急道路障害物除去

路線（第一次） 

江東区地域防災計画 

(平成 30 年度修正) 

【緊急道路障害物除去路線】 

災害時における救援救護に必要な緊急車両の

走行帯の確保を図るため、避難所や救急医療機

関に接続する道路。 

 

第一次：都指定防災路線及び災害拠点連携 

        病院に接続する路線 

緊急道路障害物除去

路線（第一次以外の

路線） 

江東区地域防災計画 

(平成 30 年度修正) 

緊急道路障害物除去路線】 

災害時における救援救護に必要な緊急車両の

走行帯の確保を図るため、避難所や救急医療機

関に接続する道路。 

 

第二次：拠点避難所に接続する路線 

第三次：防災倉庫に接続する路線 

都市計画道路 

都市計画法 

 

【都市計画道路】 

都市計画法に基づき都市計画決定された道路。

地区主要道路 

江東区都市計画マス

タープラン 

(平成 23 年 3 月) 

【地区主要道路】 

幹線道路に囲まれた地区の自動車交通を集約

し、幹線道路の地区内相互の円滑な自動車交通

処理を担う道路。 

不燃化特区内の防災

生活道路及び優先的

に無電柱化を検討す

る路線 

北砂三・四・五丁目

地区まちづくり方針 

(平成 30 年 6 月) 

 

【不燃化特区】 

木造住宅密集市街地のうち大地震等が発生し

た際に、特に大きな被害が想定される地域。 

【防災生活道路】 

消防活動、避難及び延焼遮断機能に必要な道路

ネットワークを形成する路線。 

災害時活動困難度 

（ランク 3 以上） 

地震に関する地域危

険度測定調査（第 8

回） 

（平成 30 年） 

【災害時活動困難度】 

地域ごとに道路の多さや、道路ネットワーク密

度の高さといった道路基盤などの整備状況か

ら評価した、地震により建物が倒壊したり火災

が発生したときの避難や消火・救助活動のしや

すさ（困難さ）。 
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江東区無電柱化推進計画 

 

 

評価項目別の区管内図を次ページ以降に示します。 

 

分類 評価項目名 計画 計画上の位置づけ 

安全 

通学路 

江東区総合安全対策

管理システム 

(平成 30 年度時点) 

区立小学校、区立義務教育学校（前期課程）に

ついて、江東区総合安全対策管理システムにお

いて通学路として指定されている路線。 

バリアフリー法に基

づく特定道路 

バリアフリー法 【特定道路】 

バリアフリー法に基づく生活関連経路を構成

する道路法による道路のうち、多数の高齢者、

障がい者の移動が通常徒歩で行われるもので

あって国土交通大臣が指定した路線。 

バリアフリー重点整

備地区における生活

関連経路 

江東区交通バリアフ

リー基本構想 

(平成 18 年 3 月) 

【重点整備地区】 

一定規模の駅など（「特定旅客施設」）を中心と

して、利用者が多い、高齢者・障がい者の利用

が多いなど、整備効果の高い地区を「重点整備

地区」として選定し、特定経路の移動円滑化の

整備を進める地区（東陽町駅、南砂町駅） 

【生活関連経路】 

駅を中心とした主要な利用施設までの経路で

あり、バリアフリー化の必要な経路。 

駅周辺 

（概ね半径 500m） 

江東区交通バリアフ

リー基本構想 

(平成 18 年 3 月) 

交通バリアフリー法の概念に基づく駅を中心

とした徒歩圏内。 

景観 

商店街 
江東区内商店会一覧 

(平成 30 年度時点) 
区に登録している商店会（平成 30 年度） 

景観重点地区内の路線 

江東区景観計画 

(平成 25 年 4 月) 

【景観重点地区】 

地域の特色を現したまちなみをつくっている

地域、これからの江東区の都市景観を創造して

いく地域などを、重点的に景観の誘導や保全を

図るために指定される地区のこと（深川萬年橋

地区、亀戸地区、深川門前仲町地区）。 

景観重要公共施設

（道路） 

江東区景観計画 

(平成 25 年 4 月) 

【景観重要公共施設】 

道路、河川、都市公園など公共施設のうち、江

東区の景観やまちなみを形成する上で、良好な

景観の形成に重要であると位置づけるもの。周

辺と一体的な整備や管理を行い、良好で地域に

親しまれる景観の形成に配慮した整備に取り

組む公共施設。 
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緊急輸送道路の指定状況図

緊急輸送道路の該当路線は、江東区地域防災計画(平成30年度修正)に準拠
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 緊急道路障害物除去路線は、江東区地域防災計画(平成30年度)に準拠
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都市計画道路・地区主要道路の該当路線は、都市計画法の規定に基づき都市計画決定されている道路、江東区都市計画マスタープラン(平成23年3月)に準拠
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不燃化特区内の防災生活道路及び優先的に無電柱化を検討する路線

不燃化特区内の防災生活道路及び優先的に無電柱化を検討する路線の該当路線は、北砂三・四・五丁目地区まちづくり方針(平成30年6月)に準拠
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災害時活動困難度　ランク３及びランク４の地域

災害時活動困難度ランク3及びランク4の地域の該当路線は、地震に関する地域危険度測定調査(第8回)(平成30年)に準拠
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　　　　　　　通学路の指定状況図　　　　　　

通学路は、江東区総合安全対策管理システム(平成30年度時点)に準拠
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バリアフリー法に基づく特定道路の指定状況

バリアフリー法に基づく特定道路の該当路線は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」第２条第９号に基づき指定されている道路
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バリアフリー重点整備地区　生活関連経路及び特定道路の指定状況

バリアフリー重点整備地区 生活関連経路及び特定道路の該当路線は、江東区交通バリアフリー基本構想(平成18年3月)に準拠
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鉄道駅周辺（概ね半径500ｍ）の該当路線は、江東区交通バリアフリー基本構想(平成18年3月)の基本方針に準拠



-48-

　景観重点地区・景観重要公共施設・商店街の指定状況図

景観重点地区・景観重要公共施設・商店街の該当路線は、江東区景観計画(平成25年4月)、江東区内商店会一覧(平成30年度時点)に準拠



江東区無電柱化推進計画 

（９）埋設基準の改訂 

平成２８年４月１日より、電線類を従前の基準より浅く埋設するため「電線等の埋設

に関する設置基準」が緩和され、交通量の少ない生活道路で道路※1 の舗装厚さが５０cm

の場合、電線の頂部と路面との距離は、これまでの８０cm から 大３５cm※2 まで浅く

することが可能となりました。 

※1 舗装設計交通量 250 台／日・方向未満の道路  

※2 ケーブル及び径 150mm 未満の管路を設置する場合 

 

 

出典：「国土交通省ホームページ」 
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江東区無電柱化推進計画 

（１０）管路材の改訂 

下記のような民間企業における新材料や高価な曲管材に代わる曲管レス構造やＥＣ

ＶＰ管が開発されています。 

・ＥＣＶＰ管 ：耐衝撃試験が新基準になったことを受け、材料の見直しによりコス

トダウンを図ったもの。 

・曲管レス配管：新形状の受口構造、短尺管路の組合せで比較的高価な曲管を使用し

ないもの。 

・矩形パイプ ：矩形で軽量なフレキシブルパイプで多条管敷設を行なうもの。 

 

新たな開発情報を継続的に調査、収集し、活用できる 新の材料・工法を採用します。 

 

 

（１１）国における補助金制度 

国が交付する社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金）の概要を下記に示します。 

 

出典：「国土交通省ホームページ」 
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江東区無電柱化推進計画 

（１２）東京都における無電柱化都費補助制度 

東京都では、市区町村の無電柱化に係る支援として、「無電柱化チャレンジ支援事業

制度」を制定しています。同制度は、防災に寄与する路線等のうち、歩道幅員が 2.5m

未満又は歩道が無い区間など、無電柱化が困難な路線の事業に対して財政支援や技術支

援を行うものです。 

 

 

出典：「東京都建設局ホームページ」 
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江東区無電柱化推進計画 

 

 

出典：「東京都建設局ホームページ」 
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江東区無電柱化推進計画 

（１３）道路法第３７条に基づく占用制限 

道路法第３７条により、車両の能率的な運行や災害時の被害拡大防止を考慮し、指定

した区域における道路の占用を禁止または制限することが可能となりました。条文は下

記のとおりです。 

 

道路法第３７条 

（道路の占用の禁止又は制限区域等） 

 道路管理者は、交通が著しくふくそうする道路若しくは幅員が著しく狭い道路につい

て車両の能率的な運行を図るため、又は災害が発生した場合における被害の拡大を防止

するために特に必要があると認める場合においては、第三十三条、第三十五条及び前条

第二項の規定にかかわらず、区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することが

できる。 

 

上記を受けて、国は、平成２８年４月より、緊急輸送道路（直轄国道約２万ｋｍ）に

おいて電柱の新設を禁止しています。規制の概要は下記のとおりです。 

 

規制の概要 

（１）区域指定する道路 

緊急輸送道路について区域指定を告示した上、新設電柱の占用を禁止。 

 

（２）既存電柱の取扱い 

占用禁止日前に占用許可された既存電柱については、当面の間占用を許可。 

 

（３）仮設電柱の例外 

地中化や民地への設置等が直ちに実施できず、やむなく道路区域内に電柱の設置をせ 

ざるを得ない場合は、仮設電柱の設置を許可。（原則２年間） 

 

 

出典：「国土交通省ホームページ」 
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江東区無電柱化推進計画 

（１４）用語集 

 

用語 解説 

あ
行 

裏配線方式 

無電柱化したい主要な通りの裏通り等に電線類を配

置し、主要な通りの沿道の需要家への引込みを裏通

りから行い、主要な通りを無電柱化する方式。 

 

か
行 

既存ストック活用方式 

既に占用埋設されている電力設備、通信設備(管路・

マンホール・ハンドホール)を活用した地中化方式。

 

緊急車両 

人命救助や消防等の緊急時において、道路の走行を

優先させる車両。（救急車、消防車等） 

 

小型ボックス方式 

管路の代わりに小型ボックスを活用し、同一のボッ

クス内に低圧電力線と通信線を同時収容すること

で、電線共同溝本体の構造をコンパクト化する方式。

 

さ
行 

市街地開発事業 

すでに市街地となっている地域や市街地化を図る区

域内で計画的なまちづくりを行うための事業。「市街

地再開発事業」｢住宅街区整備事業｣「土地区画整理

事業」「新住宅市街地開発事業」「工業団地造成事

業」｢新都市基盤整備事業｣に分けられる。 

 

自治体管路方式 

地方公共団体が占用物件として管路設備を整備し、

残りを電線管理者が整備する方式。 

 

センター・コア・エリア 
概ね首都高速中央環状線の内側エリア。 

 

浅層埋設方式 

管路を従来よりも浅い位置に埋設する方式。埋設位

置が浅くなることで、掘削土量の削減や、特殊部の

コンパクト化、既存埋設物(上下水道管やガス管等)

の上部空間への埋設が可能になることによる支障移

設が減少する等の効果がある。 

 

た
行 

単独地中化方式 
電線管理者が整備する方式。 

 

地上機器 

電線共同溝整備の際に地上に設置する機器であり、

高圧電流を低圧に変換する変圧器や、電気を止める

又は流れを切り替える開閉器を収容するもの。 

 

柱上機器方式 

歩道幅員が狭あいな路線や歩道が設置されていない

路線などの理由により地上機器の設置が困難な場

合､機器を街路灯等の柱の上に設置する方式。ソフト

地中化方式とも言われている｡ 
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江東区無電柱化推進計画 

 

 

用語 解説 

た
行 

直接埋設方式 

道路内の地中へ直接、電力線や通信線等を埋設する

方式。 

 

電線管理者 
電線及び通信線の設置及び管理を行う者。 

 

電線共同溝方式 

電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づき、

道路管理者が電線共同溝を整備し、電線管理者が電

線及び地上機器等を整備する方式。 

 

道路管理者 

道路の維持管理を行う機関。一般国道や高速自動車

道は国土交通省、都道府県及び区市町村道は地方公

共団体が該当する。 

 

道路法 

道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指

定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等

に関する事項を定め、もって交通の発達に寄与し、

公共の福祉を増進することを目的とした法律。 

 

土地区画整理事業 

都市計画区域内でエリアを区切り、そのエリア内で

公共施設(道路、公園、下水道等)の整備改善や、宅地

の利用増進を図る事業。 

 

な
行 

軒下配線法 

無電柱化したい通りの脇道に電柱を配置し、そこか

ら引き込む電線を沿道家屋の軒下または軒先に配置

する方式。 

 

は
行 

PFI 

公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に、民

間の資金とノウハウを活用し、公共サービスの提供

を民間主導で行うことで、効率的かつ効果的な公共

サービスの提供を図る考え方。 

 

ま
行 

無電柱化 

道路の地下空間を活用して、電力線や通信線などを

まとめて収容する電線共同溝などの整備による電線

類地中化や、表通りから見えないように配線する裏

配線などにより道路から電柱をなくすこと。 

 

無電柱化率 

道路の総延長のうち、電線類が地中化されている路

線の延長の割合を示すもの。 

 

や
行 

要請者負担方式 

土地や建物の所有者など、要請者が整備する方式。 
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